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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被術者の中空器官の内面に当てがって導入するように構成されている温度プローブにお
いて、
　細長い部材であって、
　　前記中空器官の内部へ挿入される遠位部分と、
　　前記遠位部分と反対側の前記細長い部材の端に隣接する近位部分とを含む細長い部材
と、
　略二次元配列を有する前記細長い部材の所定の区間に沿って配置されている複数の温度
センサーであって、前記略二次元配列が、１０ｍｍから３０ｍｍの幅を有するとともに、
前記複数の温度センサーを前記中空器官の内面に当てがって配置するように構成されてお
り、前記複数の温度センサーは、
　　前記細長い部材の長手方向に沿うｘ軸方向と直交するｙ軸方向に沿って前記細長い部
材の直径を上回る第１距離だけ互いに離間する少なくとも２つの温度センサーと、
　　前記細長い部材の前記ｘ軸方向に沿って前記第１距離と同じか前記第１距離より長い
第２距離だけ互いに離間する少なくとも２つの温度センサーとを含む、複数の温度センサ
ーと、
　前記複数の温度センサーと連絡するように構成されているモニターであって、前記モニ
タは複数の表示温度を提供する表示要素を含み、前記複数の表示温度が、前記略二次元配
列を有する前記細長い部材の前記所定の区間に沿って配置されている前記複数の温度セン
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サーの配置に対応するようなやり方で配置された状態で、前記複数の表示温度の各表示温
度が、前記複数の温度センサーの対応する温度センサーによって監視された温度に対応す
る、モニターとを備える、温度プローブ。
【請求項２】
　前記略二次元配列が、４０ｍｍから８０ｍｍの長さを有する、請求項１に記載の温度プ
ローブ。
【請求項３】
　前記複数の温度センサーが、前記略二次元配列にわたって分布している３つ又はそれ以
上の温度センサーを備える、請求項１に記載の温度プローブ。
【請求項４】
　前記略二次元配列が、蛇行状形態を有する、請求項１に記載の温度プローブ。
【請求項５】
　前記略二次元配列が、前記中空器官の内部の断面形状を実質的に変形させること無く、
前記中空器官の内部に納まるように構成されている、請求項１乃至４の何れか１項に記載
の温度プローブ。
【請求項６】
　前記複数の温度センサーの各温度センサーが、特定の場所の一つの温度を感知するよう
に構成された単一要素を含む、請求項１乃至５の何れか１項に記載の温度プローブ。
【請求項７】
　前記複数の温度センサーの各温度センサーは、複数の温度感知要素であって、それぞれ
の温度感知要素が異なる温度を感知及び報告して、特定の場所の正確な温度読み取りを提
供することができる、複数の温度感知要素を含む、請求項１乃至５の何れか１項に記載の
温度プローブ。
【請求項８】
　前記表示要素が、最暖感知温度と最冷感知温度のうちの少なくとも一方の表示値とは別
の視覚信号を提供する、請求項１に記載の温度プローブ。
【請求項９】
　前記表示要素が、監視対象組織の温度が変化する速度を表す、請求項１又は８に記載の
温度プローブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概括的には、被術者の体内の中空器官の内面の温度を監視するための器械に
、より厳密には、中空器官の内面の或る面積に亘って点在する異なる場所で温度を監視す
るように構成されている温度監視器械に関する。本発明は、隣接する組織又は器官を加熱
又は冷却する技法を含め、中空器官の内面の各面積に亘って温度を監視する方法にも関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００８年３月１８日出願の米国仮特許出願第６１／０３７，６２４号に対
し、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．第１１９条（ｅ）の下に優先権の恩典を主張する。
　患者の体内の組織又は器官を加熱又は冷却する技法として様々な技法が開発されている
。組織は、高周波数超音波、ラジオ波治療、レーザー治療、赤外線放射の使用を含む各種
技法や熱エネルギーの直接印加により加熱することができる。冷却は、低温学的に行われ
ることが多い。組織を加熱する技法と冷却する技法を総称して「温熱技法」と呼ぶことも
ある。
【０００３】
　温熱技法は、様々な病態の診断や様々な病態の治療を行うのに有用である。より具体的
には、温熱技法は、癌組織の診断及び／又は治療、病変組織の破壊、血液の凝固を行った
り、様々な他の診断的及び外科的処置を行うのに使用することができる。温熱技法を施す
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ことができる器官の例として、心臓、肺、消化器、肝臓、膵臓、泌尿器、前立腺、生殖器
、及び皮膚が挙げられる。
【０００４】
　一部の温熱技法ではその効率を最適化するのに必要な加熱又は冷却の度合いが、治療対
象の組織又は器官に隣接している組織又は器官に悪影響を及ぼすことがある。例えば、ヒ
トの被術者の心房細動を治療するのに左心房アブレーション技法が用いられた場合、大量
の熱が発生する。図１に示されている心臓Ｈの病変組織が加熱及び治療されることに加え
、心臓Ｈの左心房ＬＡに隣接している食道Ｅも加熱される可能性がある。図１に例示され
ている様に、典型的なヒトの食道Ｅは、一般的にはホットケーキに似た細長い楕円形状を
有しており、食道の寸法、形状、及び／又は位置に差はあるかもしれないが、食道Ｅの外
表面の大半が左心房ＬＡの隣に又はこれに接して位置している。平均的な成人では、食道
Ｅは、直径１４ｍｍの食道Ｅの長さ約５８ｍｍの前方側の大部分が左心房ＬＡに近接又は
接触して位置している。食道Ｅと左心房ＬＡがこの様に密接な配列にあることで、左心房
アブレーション中に発生した熱が食道を傷つけ、場合によっては食道瘻を生じさせる可能
性がある。不運にも、食道瘻によって引き起こされる合併症は往々にして処置後数週間を
経るまで露呈せず、多くの場合、露呈した時には、生じてしまった、時には命にかかわる
こともある損傷を処置及び／又は治療するには手遅れである。
【０００５】
　左心房アブレーション時の食道の過熱による悲惨な結末を認識して、被術者の食道内の
温度を監視する単一の温度センサーを備えたカテーテルを使い始めた医師もいる。典型的
には、９フレンチ（約３ｍｍの直径）から約１８フレンチ（約６４ｍｍの直径）の寸法の
カテーテルが、従来型の温度センサー（例えば、英国ケント州ハイズのSmiths Medical社
から入手可能な食道聴診器）と関連して使用されている。感知温度が所定レベルに達する
と、医師は、左心房アブレーションを一時中断して食道を冷ます。しかしながら、単一の
温度センサーでは、左心房に隣接して位置する食道壁の比較的広い面積内の１つの場所の
熱を監視することしかできないことから、これらの技法の有効性には限界がある。
【０００６】
　左心房アブレーション処置中に食道瘻が生じる可能性を減らすための努力の表れとして
、多種多様な型式の膨張式装置が開発されている。膨張式装置には、左心房アブレーショ
ン中に食道を冷却するように構成されているものがある。膨張式装置には、他にも、１つ
又はそれ以上の温度センサーと食道壁の前方部の内面の間の接触を確保するように構成さ
れているものもある。異を唱えられるかもしれないが、食道Ｅは、比較的硬い心臓Ｈの左
心房ＬＡとなおいっそう硬い脊柱ＶＣの間に閉じ込められている（図１参照）ので、食道
Ｅの中へ導入された装置を膨らませることによって食道Ｅの形状に何らかの変化があった
だけで、食道Ｅは押されて又は拡延して左心房ＬＡに更に近づくか又はより密接に接触し
てしまう。その様な動き又は拡延があれば、その結果、明らかに、左心房アブレーション
処置が食道瘻を引き起こす可能性は高くなる。更に、膨張式装置の使用は、望ましくない
ことに、典型的に長時間（２乃至４時間）の処置中、被術者の嚥下を阻害してしまい、被
術者は処置中全身麻酔下に置かれることを余儀なくされることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国仮特許出願第６１／０３７，６２４号
【発明の概要】
【０００８】
　本発明は、内部器官表面に当てがって配置されるように構成されている温度プローブの
様々な実施形態を含んでいる。本発明の教示を組み入れた温度プローブは、細長い部材と
、当該細長い部材の長さに沿った別々の場所に担持されている複数の温度センサーを含ん
でいる。細長い部材の一区間は、中空器官の内部に配置されているときは、温度センサー
がエリアアレイ状に配列される略二次元配列を有するように構成されている。細長い部材
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の当該成形区間の配列は、細長い要素とそれが担持している温度センサーの厚さ、並びに
細長い要素の二次元配列にとって望ましい平面からの僅かなずれを勘案して、「略二次元
配列」と呼ばれている。
【０００９】
　本発明の温度プローブの一部分の略二次元配列は、幾つかの実施形態では、温度プロー
ブ又はそれと共に使用されることになる器械（例えば、カテーテル、ガイドワイヤ、成形
用ワイヤなど）の製造中に画定することができる。他の実施形態では、温度プローブ又は
それと共に使用されるように構成されている器械は、医師が略二次元配列を画定できるよ
うに構成することができる。
【００１０】
　幾つかの実施形態では、細長い部材は、弛緩状態では所望の略二次元配列へ予成形され
ている区間を有する可撓性要素を備えている。その様な特性を有する細長い部材は、応力
下に直線状のカテーテルの中へ導入されると、略直線状又は略一次元形態を呈するが、予
成形されている区間がカテーテルから離れると、当該区間はその弛緩状態に戻り、略二次
元配列を有することができる。
【００１１】
　他の実施形態では、細長い部材は、略直線状又は略一次元形態を有してはいるが、所望
の形態の略二次元配列に付形することのできる区間を含んでいる要素である。通常は略直
線状の細長い部材の一区間は、略二次元配列を有する区間を含んでいるワイヤが当該細長
い部材のルーメンの中へ導入されると略二次元配列を呈することができる。その様なワイ
ヤは、それ自体が多少の可撓性を有しているか又は選択的に（例えば、その温度などに依
って）可撓性を有するものであってもよく、被術者の身体の中空器官の内部へのワイヤ導
入は、細長い要素の近位及び／又は中間部分の剛性、ワイヤを形成している材料の特性（
例えば、形状記憶など）、又は何れかの他の適した手段により行うことができる。ワイヤ
の成形部分が、細長い部材の対応する可撓性区間の中へ導入されると、細長い部材の当該
区間は略二次元配列を取ることができる。
【００１２】
　本発明の温度プローブの他の実施形態は、細長い部材の略直線状の区間を二次元配列に
変換するための機構を含んでいる。１つのその様な実施形態では、細長い要素は、制御ワ
イヤを、当該制御ワイヤの長さの一部分に沿った多要素部分と共に備えている。多要素部
分は、温度センサーを担持する少なくとも２つの平行な腕部を含んでいる。多要素部分は
、カテーテル内に入れられている間は略直線状形態を有することができる。一旦カテーテ
ルが中空器官の内部へ導入されてしまうと、制御ワイヤを遠位方向に動かして多要素部分
をカテーテルの遠位端から押し出すことができる。次いで、制御ワイヤをカテーテルの遠
位端に向けて引き戻すと、遠位端が少なくとも２つの平行な腕部と関係付けられている作
動部に係合し、腕部を外向きに撓ませ、強制的に多要素部分をループの様な略二次元配列
にする。
【００１３】
　温度プローブの一区間に略二次元形態を取らせるための他の技法（例えば、温度プロー
ブの一区間を貫いて延びているルーメンから空気を吸引すること、温度プローブの一区間
を貫いて延びているルーメンの中へ圧力を導入すること、被術者の体内への温度プローブ
の導入に続けて温度プローブの一区間を操作することなど）も、本発明の範囲に含まれる
。
【００１４】
　本発明は、温度プローブを、略直線状又は一次元形態で被術者の体内へ導入し、次いで
、温度プローブの細長い部材の一区間が被術者の体内の所望の場所に置かれたら、当該区
間に略二次元配列を取れるようにする又は取らせるための技法を含んでいる。
【００１５】
　本発明は、温度プローブの様々な実施形態を含んでいること加え、更に、体組織の或る
面積に亘って様々な場所で温度を監視する方法又は処置の実施形態を含んでいる。その様
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な処置が行われる場合、被術者の身体の第１の組織又は器官には温熱技法が施され、その
間、被術者の身体の隣接する第２の組織又は器官の或る面積に亘って温度が監視される。
幾つかの実施形態では、第２の組織又は器官の温度は、第２の組織又は器官を実質的に変
形させること無く、第２の組織又は器官を実質的に変位させること無く、及び／又は第２
の組織又は器官が機能するのを阻害すること無く監視することができる。更に、監視対象
面積の何れかの部分が損傷を受ける可能性のある温度（低温又は高温）に近づけば、予防
措置が講じられる。様々な実施形態のその様な予防措置には、限定するわけではないが、
温熱技法を一時的に中断すること、第２の組織又は器官の影響を被る部分を第１の組織又
は器官から遠ざけること、及び／又は、第２の組織又は器官の影響を被る部分の温度を変
化させること、が含まれる。
【００１６】
　或る特定の実施形態では、本発明の方法は、心房細動を治療するのに用いられる外科的
処置である左心房アブレーション中に行うことができる。左心房アブレーション処置中は
、被術者の心臓の左心房に隣接して位置する被術者の食道壁の前方部分の内面の或る面積
に亘って離間している複数の場所で温度を監視することができる。その様な温度監視は、
食道の形状を何ら実質的に変化させること無く、食道の監視対象部分を何ら実質的に変位
させること無く、且つ食道を遮断したり、またそうでなければ被術者の嚥下を阻害したり
すること無く行うことができる。感知対象面積の何れかの部分が、損傷を受ける可能性の
ある温度に近づけば、警戒措置が講じられる。様々な実施形態では、左心房アブレーショ
ン処置が一時的に中断され、食道の熱せられた部分が左心房から遠ざけられ、及び／又は
、食道の熱せられた部分が冷却されることになる。
【００１７】
　限定するわけではないが、肺静脈のアブレーション中に気管の温度を監視すること、前
立腺の温熱治療中に尿管及び／又は結腸の温度を監視すること、肝臓の温熱治療（例えば
、肝癌などの治療）中に小腸の十二指腸の一部分の温度を監視し、及び随意的に平定化す
ること、肝臓の温熱治療中に胆嚢管、胆嚢、及び／又は胃の温度を監視すること、鼻腔の
内側を覆っている組織を通じて脳の温度を監視すること、咽頭部温熱処置中に鼻腔の組織
の温度を監視すること、及び腎臓結石を破砕している間、腎臓の組織又は腎臓に隣接する
組織を監視することを含め、温熱技法を採用する処置の他の実施形態も本発明の範囲に含
まれる。
【００１８】
　本願発明の実施形態は、例えば、以下の如くである。
　［実施形態１］　器官の内面に当てがって導入するように構成されている温度プローブ
において、
　細長い部材であって、
　　被術者の中空器官の内部へ挿入される遠位部分であって前記中空器官の内部に在ると
きは略二次元配列を有するように構成されている遠位部分において、前記略二次元配列は
、前記細長い部材の長さの残り部分と同一の長さと、前記細長い部材の幅を上回る幅と、
前記細長い部材及び前記細長い部材の前記遠位部分により担持されている任意の追加の要
素とほぼ同厚さの厚さとを有している、遠位部分と、
　　前記細長い部材の、前記遠位部分と反対側の端に隣接する近位部分であって、前記被
術者の身体の外部の器械と連絡するように構成されている近位部分と、を含んでいる細長
い部材と、
　前記遠位部分が前記略二次元配列にあるときは、エリアアレイに亘って配列されるよう
に前記遠位部分により担持されている複数の温度センサーであって、前記エリアアレイが
、横方向（Ｘ軸）に互いから前記細長い部材の幅を上回る第１距離だけ離間されている少
なくとも２つのセンサーと、縦方向（ｙ軸）に互いから少なくとも前記第１距離ほどの長
さの第２距離だけ離間されている少なくとも２つのセンサーを含んでいる、複数の温度セ
ンサーと、を備えている温度プローブ。
　［実施形態２］
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　前記細長い部材の前記遠位部分の少なくとも当該部分の前記略二次元区間と前記遠位部
分により担持されている前記複数の温度センサーとの組合せ幅は、前記中空器官の内部の
断面形状を実質的に変形させること無く、前記中空器官の内部に納まるように構成されて
いる、実施形態１に記載の温度プローブ。
　［実施形態３］
　前記細長い部材の前記遠位部分は単一要素を含んでいる、実施形態１に記載の温度プロ
ーブ。
　［実施形態４］
　前記細長い部材の前記遠位部分の少なくとも当該部分は、蛇行状形態、ループ状形態、
及び螺旋状形態のうちの少なくとも１つを備えた略二次元配列を有するように構成されて
いる、実施形態３に記載の温度プローブ。
　［実施形態５］
　前記略二次元配列の幅は、前記二次元配列の２つの横方向に分岐した部分の間の横方向
（ｘ軸）の距離に対応している、実施形態４に記載の温度プローブ。
　［実施形態６］
　前記略二次元配列の幅は、前記遠位部分の少なくとも２つの隣接して配置されている離
間した部分の間の距離に対応している、実施形態４に記載の温度プローブ。
　［実施形態７］
　前記細長い部材の前記遠位部分は、少なくとも２つの実質的に平行な細長い要素であっ
て、各々が少なくとも１つの温度センサーを担持しており、少なくとも１つは複数の温度
センサーを担持している、少なくとも２つの細長い要素を含んでいる、実施形態１に記載
の温度プローブ。
　［実施形態８］
　前記複数の実質的に細長い要素はループを形成している、実施形態７に記載の温度プロ
ーブ。
　［実施形態９］
　実施形態１から８の何れか１項に記載の温度プローブを被術者の体内へ導入するための
方法において、
　前記温度プローブに略直線状形態を提供する段階と、
　前記温度プローブの遠位部分を前記被術者の体内へ導入する段階と、
　前記温度プローブが前記被術者の体内に設置された状態で、前記温度プローブの一区間
に、複数の温度センサーが或る面積に亘って点在する略二次元配列を付与する段階と、を
備えている方法。
　［実施形態１０］
　前記温度プローブの前記区間に前記略二次元配列を付与する段階は、前記温度プローブ
の前記区間を弛緩状態に戻らせる段階を備えている、実施形態９に記載の方法。
　［実施形態１１］
　前記温度プローブに前記略直線状形態を提供する段階は、前記温度プローブの前記遠位
部分を前記被術者の体内へ導入する間、前記温度プローブの前記区間を略直線状形態に拘
束する段階を備えている、実施形態１０に記載の方法。
　［実施形態１２］
　前記温度プローブの前記区間に前記略二次元配列を付与する段階は、前記区間が前記被
術者の体内に置かれた後、前記温度プローブの前記区間を前記略二次元配列に成形する段
階を備えている、実施形態９に記載の方法。
　［実施形態１３］
　前記温度プローブの前記区間を前記略二次元形態に成形する段階は、機械的に行われる
、実施形態９に記載の方法。
　［実施形態１４］
　被術者を治療するための方法において、
　前記被術者の第１の器官を温熱又は冷熱で治療する段階と、
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　隣接する第２の器官の内部の或る面積に亘って温度を監視する段階であって、前記第２
の器官の形状を改変すること無く、又は前記第２の器官と前記第１の器官の間の接触を増
やしたり間隔を狭めたりすること無く監視する段階と、を備えている方法。
　［実施形態１５］
　前記温度を監視する段階は、前記第２の器官を損傷を受ける温度にまで加熱又は冷却す
るのを防止する段階を含んでいる、実施形態１４に記載の方法。
　［実施形態１６］
　前記第１の器官を治療する段階は、心房細動を備えており、
　前記第２の器官の内面の前記面積に亘って温度を監視する段階は、食道の内面の或る面
積に亘って温度を監視して、食道瘻の形成を防ぐ段階を備えている、実施形態１４に記載
の方法。
　［実施形態１７］
　実施形態１から８の何れか１項に記載の温度プローブにより、被術者の身体の組織の表
面に亘って複数の場所で感知された温度を表示するためのモニターにおいて、複数の表示
温度を、前記温度プローブの前記略二次元配列に散らばる温度センサーの配列に対応する
配列に配する表示要素を備えているモニター。
　［実施形態１８］
　前記表示要素は、高感知温度と低感知温度のうちの少なくとも一方の表示値とは別の視
覚信号を提供する、実施形態１７に記載のモニター。
　［実施形態１９］
　前記表示要素は、監視対象組織の温度が変化する速度を表す、実施形態１７に記載のモ
ニター。
　当業者には、次の詳細な説明、添付図面、及び付随の特許請求の範囲を考察することに
より、本発明の他の態様、並びに様々な特徴及び利点が明らかになるであろう。
 
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】食道と心臓の間の関係を例示している、ヒトの身体の一部分の断面図である。
【図２】略二次元配列を有する一区間と、当該区間が略二次元配列にあるときはエリアア
レイ状に配列されるようなやり方で当該区間に沿って配列されている温度センサーと、を
含んでいる細長い部材を備えている温度プローブの或る実施形態を描いている。
【図２Ａ】本発明の温度プローブの細長い部材の異なる実施形態を例示している。
【図２Ｂ】本発明の温度プローブの細長い部材の異なる実施形態を例示している。
【図３】図２に示されている温度プローブの実施形態であって、略直線状又は一次元形態
を有するカテーテルのルーメン内に配置されているときの略直線状又は一次元形態にある
実施形態を例示している。
【図４】図２に示されている温度プローブの実施形態の一区分が、図３のカテーテルの遠
位端を出てその略二次元配列に弛緩した状態を描いている。
【図５】弛緩状態で略直線状又は一次元状にすることのできる可撓性区間を含み、且つ複
数の温度センサーを担持する可撓性区間を含んでいる、細長い部材を備えた温度プローブ
の或る実施形態を示している。
【図６】弛緩状態で略二次元配列を有する区間を備えた成形ワイヤの或る実施形態を例示
している。
【図７】図５に示されている温度プローブの実施形態の、被術者の中空器官の内部への導
入を描いている。
【図８】図６の成形ワイヤの、図５の温度プローブの中への導入を描いており、略二次元
配列を有する区間は略直線状又は一次元形態に変形した状態である。
【図９】図６のワイヤの成形部分が可撓性区間内でその略二次元配列を取っているときの
、略二次元配列にある図５の温度プローブの可撓性区間を示している。
【図１０】本発明の温度プローブの一区間を配列させることができる二次元形態の異なる
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実施形態を描いている。
【図１１】本発明の温度プローブの一区間を配列させることができる二次元形態の異なる
実施形態を描いている。
【図１２】本発明の温度プローブの一区間を配列させることができる二次元形態の異なる
実施形態を描いている。
【図１３】本発明の温度プローブの一区間を配列させることができる二次元形態の異なる
実施形態を描いている。
【図１４】本発明の温度プローブの一区間を配列させることができる二次元形態の異なる
実施形態を描いている。
【図１５】本発明の温度プローブの一区間を配列させることができる二次元形態の異なる
実施形態を描いている。
【図１６】本発明の温度プローブの一区間を配列させることができる二次元形態の異なる
実施形態を描いている。
【図１７】本発明の温度プローブの一区間を配列させることができる二次元形態の異なる
実施形態を描いている。
【図１８】所望の場所又はその付近に配置されると、機械的に略二次元配列に整えられる
ように構成されている温度プローブの或る実施形態を例示している。
【図１９】所望の場所又はその付近に配置されると、機械的に略二次元配列に整えられる
ように構成されている温度プローブの或る実施形態を例示している。
【図２０】所望の場所又はその付近に配置されると、機械的に略二次元配列に整えられる
ように構成されている温度プローブの或る実施形態を例示している。
【図２１】図１８から図２０で示されている実施形態と同様の要素を含んでいる温度プロ
ーブの実施形態を描いている。
【図２２】図１８から図２０で示されている実施形態と同様の要素を含んでいる温度プロ
ーブの実施形態を描いている。
【図２３】温熱技法が採用される処置と関連した本発明の温度プローブの或る実施形態の
使用を概略的に描いている。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図２に示されている様に、本発明の或る実施形態による温度プローブ１０は、近位部分
２２、中間部分２４、及び遠位部分２６を有する細長い部材２０を含んでいる。更に、温
度プローブ１０は、中間部分２４と遠位部分２６の一方又は両方に沿って設置されている
複数の温度センサー３０を含んでいる。より具体的には、温度センサー３０は、被術者の
体内の組織又は器官の表面の或る面積に隣接して又は当てがって置かれているとき、略二
次元配列４０を有するように構成されている細長い部材２０の一区間２８に沿って配置さ
れている。区間２８は、同様に、放射線不透過性マーカー、エコー発生マーカー、他のセ
ンサーなどの様な他の要素を担持していてもよい。略二次元配列４０の形状は、細長い部
材２０が単独で網羅できる非常に小さい面積と比べ、相対的に広い面積（例えば、描かれ
ている実施形態のエリアアレイ）に亘って３つ又はそれ以上の温度センサー３０を分散さ
せる。温度センサー３０は、少なくとも２つのセンサー３０が、横方向（ｘ軸）に互いか
ら細長い部材２０の幅を上回る第１距離だけ離間され、少なくとも２つのセンサー３０が
、縦方向（ｙ軸）に互いから少なくとも第１距離ほどの長さの第２距離だけ離間されたエ
リアアレイに亘って配列させることができる。
【００２１】
　細長い要素２０は、様々な実施形態では、約２０ｃｍから約２００ｃｍの長さを有して
いてもよい。略二次元配列４０は、細長い要素２０の直径を少なくとも１０パーセント上
回る幅を有していてもよい。或る特定の実施形態では、略二次元配列４０は、約１０ｍｍ
から約３０ｍｍの幅と約４０ｍｍから約８０ｍｍの長さを有する面積を網羅するが、より
幅の狭い面積、より幅の広い面積、より短い面積、及びより長い面積を網羅する略二次元
配列も本発明の範囲に含まれる。
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【００２２】
　図２で描かれている様な幾つかの実施形態では、細長い部材２０の区間２８は、弛緩状
態にある間、略二次元配列４０の形態になることができる。その様な実施形態では、細長
い部材２０を形成している材料は、少なくとも或る特定の条件下で（例えば、他の条件の
有無は別として或る荷重下に置かれているとき）、区間２８の略二次元配列４０からより
直線的な略一次元形態への引き伸ばしが可能になるように、多少の可撓性と伸縮性を有す
るものとすることができる。例えば、区間２８は、図３に示されている様に、カテーテル
５０のルーメン５２内で荷重下に置かれると引き伸ばされることになる。
【００２３】
　予成形されてはいるが可撓性を有する細長い部材２０（又は少なくともその区間２８）
を形成するのに適した材料は、プラスチック及び合金を含め様々な材料がある。細長い部
材２０の区間２８がプラスチックから形成されている実施形態では、プラスチックは、ポ
リエステル、ポリウレタン、ラテックス、ポリ塩化ビニル、及びペバックス（PEBAX（登
録商標））として市販されているポリエーテルブロックアミドを備えていてもよい。細長
い部材２０を形成するのに使用することのできる金属及び／又は合金には、限定するわけ
ではないが、ニチノール（NITINOL）（nickel titanium naval ordinance laboratory:海
軍兵器研究所のニッケルチタンの略）と呼ばれるニッケルチタン合金、スチール、ニッケ
ル－チタン、コバルト－クロム、及び商標名ELIGLOY（登録商標）で入手可能なコバルト
を主材料とする合金、の様な形状記憶合金が含まれる。金属又は合金から形成されている
細長い部材２０は、幾つかの実施形態では、温度プローブ１０が導入される被術者の身体
の組織及び器官への損傷を防ぐために、より軟質のポリマーで被覆されていてもよい。幾
つかの実施形態では、細長い部材２０全体が同じ材料から形成されていてもよく、一方で
、細長い部材２０の他の実施形態は、金属製の近位部分２２をプラスチック製又は形状記
憶合金製の遠位部分２６に接合した様な混成構造を有している。
【００２４】
　図２Ａで描かれている様に、細長い部材２０がプラスチックから形成されている実施形
態を含め、幾つかの実施形態では、細長い部材２０は、１つ又はそれ以上のルーメン２１
ａ、２１ｂ、２１ｃ（３つが図示されている）が中を貫いて延びている管状部材を備えて
いてもよい。その様な細長い部材２０のルーメン２１ａは、ワイヤ（例えば、温度センサ
ー３０や他のセンサーなどに通じている熱伝導性要素又は電気伝導性ワイヤ３２）又は温
度プローブ１０の他の要素を収容するように構成されていてもよい。ルーメン２１ｂは、
流体（例えば、熱シンクを提供する流体、感知対象組織の温度を下げるための冷却された
流体、感知対象組織の温度を上げるための加熱された流体など）を被術者の体内に対し搬
入及び搬出するように、又は他の医療装置を被術者の体内へ導入することができる経路を
提供するように構成されていてもよい。細長い部材２０のルーメン２１ｃは、ガイドワイ
ヤを受け入れるように構成されていてもよい。
【００２５】
　細長い部材２０の内部（例えば、ルーメン２１ａ）を貫いて延びるワイヤ３２に代えて
、ワイヤ３２は、図２Ｂで例示されている様に、細長い部材２０（細長い部材２０が１つ
又はそれ以上のルーメン２１ａ、２１ｂ、２１ｃを含んでいる実施形態はもとより細長い
部材２０がルーメンを欠いているか又は中実の断面を有している実施形態も含む）の外側
に担持されていてもよい。外側に担持されるワイヤ３２の様々な実施形態には、細長い部
材２０の外面に形成された金属膜をエッチングすることによって画定されているワイヤ、
細長い部材２０の外面に型押し又は印刷されているワイヤ、及び細長い部材２０の外面か
ら分離されてはいるが当該外面に担持（例えば、巻き付けなど）されているワイヤが含ま
れる。無論、細長い部材２０が金属又は合金から形成されている実施形態では、電気絶縁
性要素（例えば、誘電体コーティングなど）（図示せず）が、細長い部材２０の外側面に
より担持されているワイヤ３２を細長い部材２０の材料から電気的に隔離していてもよい
。
【００２６】
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　図２Ｂで描かれている様に、幾つかの実施形態では、細長い部材２０は、中実の断面を
有していてもよい。
　温度プローブ１０の各温度センサー３０は、当技術で既知の何れの適した型式の温度セ
ンサーを備えていてもよい。様々な実施形態では、熱電対又はサーミスタを金属又は熱伝
導性（例えば、プラチナ、プラチナ－イリジウム、金など）のセンサーにスエージ加工し
たものが、温度センサー３０として使用されていてもよい。各温度センサー３０は、特定
の場所の一つの温度を感知するように構成された単一要素を備えていてもよい。代わりに
、本発明の温度プローブ１０の１つ又はそれ以上の温度センサー３０は、複数の集団化さ
れた温度感知要素であって、それぞれが異なる温度を感知及び／又は報告して、或る特定
の場所の更に正確な温度読み取りを提供することができる感知要素を含んでいてもよい。
【００２７】
　温度センサー３０（又はセンサー３０の個々の温度感知要素）と連絡しているワイヤ３
２は、細長い部材２０に沿って近位方向に、細長い部材２０の近位部分２２と関係付けら
れている適したコネクタ３４まで延びている。幾つかの実施形態では、コネクタ３４は、
既知の４００シリーズコネクタ又は既知の７００シリーズコネクタ、例えばDatex Ohmeda
、GE Medical、日本光電、又はVital Signs, inc.社により製造されているコネクタなど
又はそれらに類似したコネクタを備えていてもよい。
【００２８】
　コネクタ３４は、ワイヤ３２及び従って熱センサー３０の、適した温度モニター（図示
せず）への接続を可能にしており、同モニター自体は温度表示システム３６と関係付けら
れている処理要素（図示せず）と連絡している。描かれている実施形態では、表示システ
ム３６は、細長い部材２０の区間２８の略二次元配列４０の温度センサー３０の場所に対
応している様々な場所で監視された温度３８ａ、３８ｂ他を示す表示要素３７を含んでい
る。温度３８ａ、３８ｂ他は、視覚的に、略二次元形態４０に散らばる温度センサー３０
の物理的配置に対応するやり方で配列されていてもよい。更に、表示システム３６は、最
暖感知温度と最冷感知温度３８ａ、３８ｂ他を（例えば、それぞれに赤色と青色の様な色
、それぞれに高速点滅と低速点滅、などによって）明瞭に識別していてもよい。表示シス
テム３６は、同様に、感知温度が変化する速度３９を提示していてもよい。温度変化の速
度は、数値で表示されていてもよいし、描かれている様にグラフで表示されていてもよい
。
【００２９】
　図３を参照すると、温度プローブ１０を被術者の体内へ導入するための方法の或る実施
形態が描かれている。具体的には、温度プローブ１０は、略直線状又は一次元状カテーテ
ル５０のルーメン５２の中へ導入されている。カテーテル５０は、カテーテル５０がその
略直線性を維持している間は、温度プローブ１０の細長い部材２０の区間２８を撓らせ、
かくして真っ直ぐにすることができるほどの剛性を有している。幾つかの実施形態では、
カテーテル５０は、更に、湾曲した管腔又は脈管を通過することができるほどの可撓性を
有していてもよい。温度プローブ１０は、温度プローブ１０の細長い要素２０の非直線状
の略二次元配列４０（図２）が略直線形態のカテーテル５０のルーメン５２内に閉じ込め
られた状態で、被術者の体内の中空領域Ｈの中へ簡単に導入することができる。
【００３０】
　一旦、温度プローブ１０の細長い要素２０の遠位部分２６が中空領域Ｈ内に配置されて
しまうと、遠位部分２６と区間２８をルーメン５２の遠位端５４から押し出して、中空領
域Ｈに送り込むことができ、そこで、区間２８は、図４で示されている様に、その弛緩し
た略二次元配列４０を取ることができる。
【００３１】
　温度プローブ１０を真っ直ぐにして同プローブの遠位部分２６を中空領域Ｈの中へ導入
するのにカテーテルを使用する代わりに、遠位端が既に中空領域Ｈの中まで導入されてい
るガイドワイヤの近位端を、細長い部材３０のルーメン２１ｃ（図２Ａ）の中へ導入して
もよい。ガイドワイヤの剛性は、細長い部材３０の区間２８を真っ直ぐにして、中空領域
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Ｈの中への導入をやり易くするのに十分なものとすることができる。一旦、区間２８が所
望の場所に導入されてしまうと、ガイドワイヤをルーメン２１ｃから取り出し、区間２８
に略二次元配列４０を取らせることができる。
【００３２】
　本発明の温度プローブ１０’のもう１つの実施形態が、図５から図９で描かれている。
図５で示されている様に、温度プローブ１０’は、細長い要素２０（図２）と同じ特性を
有する略一次元状の細長い要素２０’を備えているが、細長い要素２０’の当該区間２８
’が略二次元形態４０（図２）を有するように成形されていない点が基本的に異なる。そ
の代わりに、温度プローブ１０’の細長い要素２０’の区間２８’は、可撓性を有してお
り、略二次元形態４０（図２）を呈するように変形させることができる。
【００３３】
　図６と図７で描かれている様に、細長い要素２０’の長さを貫いて延びるルーメン２１
’は、成形ワイヤ６０を受け入れるように構成されている。図６に示されている様に、成
形ワイヤ６０は、ルーメン２１’の中へ導入される前は、弛緩状態で略二次元配列６４を
有する区間６２を含んでいる。成形ワイヤ６０は、実質的に真っ直ぐにすることのできる
可撓性要素である。様々な実施形態では、成形ワイヤ６０は、室温では可撓性を有するが
（例えば、被術者の体温などまで）熱せられると剛質になる形状記憶合金の様な、多少剛
性を有しながらなお且つ可撓性のプラスチック又は金属又は合金から形成することができ
る。
【００３４】
　図７は、温度プローブ１０の細長い要素２０’の遠位部分２６’と中間部分２４’の、
被術者の身体の中空領域Ｈの中への導入を例示している。細長い要素２０’が中空領域Ｈ
の中へ導入されると、区間２８’により担持されている温度センサー３０も同様に導入さ
れる。細長い要素２０’が略直線状又は一次元形態であるために、中空領域Ｈの中へ導入
するには既知の技法を使用することができる。
【００３５】
　その後、成形ワイヤ６０を図８で例示されている様に温度プローブ１０’の細長い要素
２０’のルーメン２１’の中へ導入することができる。成形ワイヤ６０がルーメン２１’
の中へ導入されると、成形ワイヤ６０の区間６２が、（例えば、細長い要素２１’の近位
部分２２’及び／又は中間部分２４’（図５）の剛性、温度に依存した可撓性などにより
）変形して、区間６２は略直線状になるか又は一次元形態を有することができる。区間６
２がその様に変形することで、成形ワイヤ６０を、既に中空領域Ｈに挿入されている温度
プローブ１０’の中へ簡単に導入できるようになる。
【００３６】
　成形ワイヤ６０の区間６２（図６）が温度プローブ１０’の細長い要素２０’の区間２
８’の中へ導入されてしまうと、区間６２は、図９で描かれている様に、（例えば、遷移
温度又はそれを上回る温度まで加熱された際の区間２８’の可撓性などにより）略二次元
配列６４を取ることができる。成形ワイヤ６０の区間６２が略二次元配列６４を取ると、
区間２８’もその可撓性によって対応する略二次元配列４０’へ引きずり込まれる。細長
い要素２０’の区間２８’が略二次元配列４０’になることで、区間２８’により担持さ
れている温度センサー３０（図５）は、略二次元配列４０により画定される面積に亘って
点在する。
【００３７】
　次に図１０から図１６を参照すると、略二次元配列４０の様々な実施形態が、温度セン
サー３０の考えられる配列と共に描かれている。具体的には、図１０から図１２は、蛇行
状又はＳ状配列の異なる実施形態を示しており、一方、図１３と図１４は、渦巻き状又は
ピグテール状配列の実施例を描いており、図１５と図１６は、異なるループ状の配列を例
示している。勿論、他の形状及び形態の略二次元配列４０も、本発明の範囲に含まれる。
【００３８】
　図１７は、２つ又はそれ以上の実質的に平行な腕部２２ａ”、２２ｂ”他を含んでいる
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「拡大遠位部分２２”」を有する温度プローブ１０”のフォーク状の実施形態を示してい
る（描かれている実施形態は、３つの腕部２２ａ”、２２ｂ”、及び２２ｃ”を有する遠
位部分２２”を含んでいる）。例示されている様に、各腕部２２ａ”、２２ｂ”、及び２
２ｃ”は、少なくとも１つの温度センサー３０を担持している。幾つかの実施形態では、
１つ又はそれ以上の腕部２２ａ”、２２ｂ”、２２ｃ”他は、２つ以上の温度センサー３
０を担持していてもよい。
【００３９】
　図１８から図２０は、所望の場所又はその付近に配置されると、機械的に略二次元配列
に整えられるように構成されている温度プローブ１００のもう１つの実施形態を例示して
いる。
【００４０】
　図１８に示されている様に、温度プローブ１００は、導入カテーテル１５０と、少なく
とも部分的に導入カテーテル１５０により担持されている細長い要素１２０と、細長い要
素１２０の遠位部分１２６により担持されている複数の温度センサー３０と、を含んでい
る。
【００４１】
　細長い要素１２０は、近位方向に設置されている牽引ワイヤ１２１を含んでいる。細長
い要素１２０を導入カテーテル１５０のルーメン１５２を通して動かし易くするために、
牽引ワイヤ１２１の近位端１２２には使用者係合要素１１０が関係付けられている。牽引
ワイヤ１２１は、実質的に、細長い要素１２０の全長に沿って延びていてもよい。描かれ
ている実施形態では、牽引ワイヤ１２１の中間部分１２４がスリップリング１２５を貫い
て延びており、そこへ２つ又はそれ以上のループワイヤ１２７の近位端１２８が取り付け
られている。各ループワイヤ１２７は、少なくとも１つの温度センサー３０を担持してお
り、描かれている様に、少なくとも１つのループワイヤ１２７は複数の温度センサー３０
を担持していてもよい。ループワイヤ１２７の遠位端１２９は、牽引ワイヤ１２１にその
遠位端１２６又は付近で取り付けられている。幾つかの実施形態では、ループワイヤ１２
７の遠位端１２９は牽引ワイヤ１２１に固定的に取り付けられていてもよい。
【００４２】
　牽引ワイヤ１２１の遠位端１２６は、牽引ワイヤ１２１が遠位方向に進められ、遠位部
分１２６が導入カテーテル１５０を出たときの、被術者の組織への外傷を防ぐ要素を備え
て構成されているか又はその様な要素で被覆されていてもよい。
【００４３】
　図１８で示されている配列では、ループワイヤ１２７は、導入カテーテル１５０に対し
ルーメン１５２内に入れられている。この配列は、温度プローブ１００の遠位部分の、被
術者の身体の中空領域Ｈへの導入をやり易くする。一旦、温度プローブ１００の遠位部分
が所望の場所に配置されてしまうと、細長い要素１２０はルーメン１５２の中を遠位方向
に、図１９に描かれている様にループワイヤ１２７の近位端１２８とスリップリング１２
５がルーメン１５２の遠位端１５４を出るまで、押し出される。
【００４４】
　その後、図２０に示されている様に、牽引ワイヤ１２１は近位方向に引き込まれる。牽
引ワイヤ１２１が近位方向に引き込まれると、スリップリング１２５、ループワイヤ１２
７の近位端１２８、及び／又はスリップリング１２５又は近位端１２８と関係付けられて
いる係合要素（図示せず）は、導入カテーテル１５０の遠位端１５４に係合する。牽引ワ
イヤ１２１が更に引き込まれ、近位端１２８が遠位端１５４に対して所定場所に保持され
ると、ループワイヤ１２７は外向きに撓んで温度プローブ１００の遠位部分に略二次元配
列１４０を提供する。温度プローブ１００の遠位部分が略二次元配列１４０にある間は、
ループワイヤ１２７により担持されている温度センサー３０は、略二次元配列１４０によ
り画定される面積に亘って点在する。ループワイヤ１２７が拡張する面積は、無論のこと
、牽引ワイヤ１２１がどの程度引き込まれるかによって決まる。
【００４５】
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　再度図１８を参照するが、使用者係合要素１１０と牽引ワイヤ１２１は、使用者に略二
次元配列１４０の向きに対する制御を付与するようなやり方で互いに関係付けられていて
もよい。幾つかの実施形態では、使用者係合要素１１０と牽引ワイヤ１２１を操作して、
略二次元配列１４０を、細長い要素１２０の軸に対して任意の方向に偏向（例えば、約５
°まで、など）させるようにしていてもよい。
【００４６】
　導入カテーテル１５０に対する牽引ワイヤ１２１の位置、ひいては、温度プローブ１０
０の近位部分の略二次元配列は、導入カテーテルの近位端１５８と関係付けられている固
定要素１５９を牽引ワイヤ１２１の近位部分１２２に係合させることにより（例えば、固
定要素１５９を下げてゆき近位部分１２２に締め付けることなどにより）、維持されてい
てもよい。
【００４７】
　他の実施形態では、ループワイヤ１２７を展開させるのに、牽引ワイヤ１２１の遠位部
分１２６を部分的にカテーテル１５０のルーメン１５２の中へ引き入れることが要求され
るのではなく代わりに、図２１と図２２にそれぞれに示されている様に、網状籠１８０内
に封入されたバルーン１７０又は網状籠１８０単独の様な可撓性要素が、ループワイヤ１
２７に取り付けられていてもよい。バルーン１７０は、既知の技法により膨らませること
ができる。網状籠１８０は、導入カテーテル１５０のルーメン１５２から取り出されると
自動的に展開する圧縮要素を備えていてもよい。網状籠１８０は、これらの要素の何れか
が内部に設置された中空器官の形状がいじられること、その変位、及び／又は閉塞が、最
小に留められるか又は阻止されるように、略二次元形態（例えば、細楕円又はパンケーキ
状の断面形状などを有する）を有することができる。バルーン１７０を含んでいる実施形
態では、網状籠１８０はバルーンの形状を略二次元形態に拘束することができる。幾つか
の実施形態では、バルーン１７０又は網状籠１８０は温度センサー３０を担持していても
よい。
【００４８】
　図２３を参照すると、被術者の身体の第１の組織又は器官Ｔ１に温熱技法が施される際
に、本発明の温度プローブ１０の或る実施形態を使用して、被術者の身体の第２の組織又
は器官Ｔ２の表面Ｓの或る面積に亘って複数の場所で温度を監視する方法又は処置の或る
実施形態が描かれている。細長い要素２０の区間２８の略二次元配列４０により画定され
ている面積に亘って分散している複数の温度センサー３０は、表面Ｓに当てがって設置さ
れている。表面Ｓの温度が監視される際、区間２８は、表面Ｓ又は表面Ｓを構成部分とす
る第２の組織又は器官Ｔ２の形状を実質的に変形させること無く、第２の組織又は器官Ｔ

２の何れの部分も実質的に変位させること無く、及び／又は、第２の組織又は器官Ｔ２が
正しく機能するのを阻害すること無く、表面Ｓに当てがって設置することができる。幾つ
かの実施形態では、区間２８は、表面Ｓの形状に沿うよう僅かに変形することができる。
【００４９】
　表面Ｓの監視対象面積の何れかの部分が、損傷を受ける可能性のある温度（低温又は高
温）に近づけば、予防措置が講じられる。様々な実施形態のその様な予防措置には、限定
するわけではないが、温熱技法を一時的に中断すること、第２の組織又は器官Ｔ２の影響
を被る部分の温度を変化させること、及び／又は第２の組織又は器官Ｔ２の影響を被る部
分を第１の組織又は器官Ｔ１から遠ざけることが含まれる。第２の組織又は器官Ｔ２の影
響を被る部分を動かすための様々な実施形態には、限定するわけではないが、（例えば、
区間２８の略二次元配列４０が占める面積を修正することなどにより）第２の組織又は器
官Ｔ２を扁平な（例えば、細楕円）形状に変形させること、被術者の体内の温度センサー
１０の位置を操作して第２の組織又は器官Ｔ２の一部分を動かすこと、又は組織を温度セ
ンサー１０と共に動かすのに適した何らかの他の技法が含まれる。
【００５０】
　以上の説明には多くの特定事項が含まれているが、これらは、本発明の範囲を限定する
ものではなく、単に幾つかの実施形態の例示を提供しているものと捉えられたい。同様に
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、本発明の実施形態であって、本発明の範囲に含まれる他の実施形態も考えられるであろ
う。異なる実施形態による特徴は、組み合わせて採用することもできる。従って、本発明
の範囲は、以上の説明によるのではなく、付随の特許請求項の範囲及びそれらの法的等価
物によってのみ示され、限定される。ここに開示されてい本発明に対するあらゆる追加、
削除、及び修正において、特許請求の範囲の意味及び範囲に含まれる全ての追加、削除、
及び修正は、それにより包含されるものとする。
【符号の説明】
【００５１】
　　１０、１０’、１０”　温度プローブ
　　２０、２０’　細長い部材、細長い要素
　　２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、２１’　ルーメン
　　２２　細長い部材の近位部分
　　２２ａ”、２２ｂ”、及び２２ｃ”　腕部
　　２４、２４’　細長い部材の中間部分
　　２６、２６’　細長い部材の遠位部分
　　２８、２８’　細長い部材の変形可能区間
　　３０　温度センサー
　　３２　ワイヤ
　　３４　コネクタ
　　３６　温度表示システム
　　３８ａ、３８ｂ　監視温度
　　３９　温度変化速度
　　４０、４０’　略二次元配列、略二次元形態
　　５０　カテーテル
　　５２　ルーメン
　　５４　ルーメンの遠位端
　　６０　成形ワイヤの変形可能区間
　　６２　区間
　　６４　略二次元配列
　　１００　温度プローブ
　　１１０　使用者係合要素
　　１２０　細長い要素
　　１２１　牽引ワイヤ
　　１２２　牽引ワイヤの近位部分
　　１２４　牽引ワイヤの中間部分
　　１２５　スリップリング
　　１２６　牽引ワイヤの遠位部分
　　１２７　ループワイヤ
　　１２８　ループワイヤの近位端
　　１２９　ループワイヤの遠位端
　　１４０　略二次元配列
　　１５０　導入カテーテル
　　１５２　ルーメン
　　１５４　ルーメンの遠位端
　　１５８　導入カテーテルの近位端
　　１５９　固定要素
　　１７０　バルーン
　　１８０　網状籠
　　Ｅ　食道
　　Ｈ　中空領域
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　　ＬＡ　左心房
　　Ｓ　表面
　　Ｔ１　第１の組織又は器官
　　Ｔ２　第２の組織又は器官
　　ＶＣ　脊柱
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